
地域づくり県土警察常任委員会資料
（令和４年３月22日）

○ 「令和３年政策評価報告書」及び「令和４年推進・評価計画書」の策定について

‥‥‥‥‥‥ ２

（警務部警務課）

○ 令和４年春の全国交通安全運動の実施について ‥‥‥‥‥‥ ３

（交通部交通企画課）

警 察 本 部

- 1 -



「令和３年政策評価報告書」及び「令和４年推進・評価計画書」の策定について

令 和 ４ 年 ３ 月 2 2 日
警 察 本 部
（ 警 務 部 警 務 課 ）

１ 政策評価の目的
鳥取県警察における政策評価については、平成17年から毎年実施しており、県民の視点に立

った効率的かつ効果的な警察活動を推進し、その結果を県民に公表して県民の理解と協力を得
ることを目的としている。

２ 政策評価結果及び計画
(1) 令和３年政策評価報告書の概要（抜粋）
○ 総合的な犯罪抑止対策の推進

刑法犯認知件数は1,923件で、前年より増加したものの、令和２年から引き続き2,000件
以下を達成した。特殊詐欺は認知件数が42件と前年より増加したが、阻止件数が89件と認
知件数を上回り、被害防止に大きく貢献した。

○ 重要犯罪等の検挙と組織犯罪対策の推進
殺人事件、強盗殺人未遂事件、強制性交等事件等の重要犯罪を始め、特殊詐欺の受け子

兼出し子被疑者、回収役被疑者等を検挙したほか、特定抗争指定暴力団等の指定期限の延
長、暴力団お断り連盟の発足等の暴力団排除対策、暴力団の社会復帰対策の推進など、総
合的な暴力団排除活動を推進した。

○ 交通死亡事故抑止に資する総合対策の推進
交通事故死者数は19人と前年より２人増加したものの、総合的な交通事故抑止対策の推

進により、交通事故件数及び負傷者数ともに平成17年以降17年連続で減少した。
○ テロの未然防止と緊急事態対策の推進

爆発物原料販売業者等に対する管理者対策など、国際テロの未然防止等に向けた各種対
策を推進したほか、大規模災害の発生を想定した機能移転訓練の実施など、緊急事態に迅
速かつ的確に対処するための総合的な諸対策を推進した。

○ 警察活動基盤の充実強化
リモートによる仕事説明会など、コロナ禍においても積極的に採用募集活動を推進した

ほか、各種広報媒体等を効果的に活用した県警察の魅力の情報発信、「鳥取県警察職員ワ
ークライフバランス等推進計画」に沿った取組等を推進した。

(2) 令和４年推進・評価計画書の概要（抜粋）
○ 総合的な犯罪抑止対策の推進

重大事案に急展開するおそれが高く、社会に与える影響が大きい人身安全関連事案への
迅速かつ的確な対応を始め、サイバーセキュリティ、サイバー犯罪対策等の推進、少年非
行防止・保護総合対策など、「鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画」も踏まえつつ、防
犯ボランティア等と協働した犯罪の起きにくい社会づくりを推進する。

○ 重要犯罪等の検挙と組織犯罪対策の推進
新たな刑事司法制度に対応した取組を推進するほか、体感治安に大きな影響を及ぼす重

要犯罪、重要窃盗犯、重要知能犯、特殊詐欺等の検挙活動並びに暴力団対策、薬物・銃器
対策、来日外国人犯罪対策及び犯罪収益対策を推進する。

○ 交通死亡事故抑止に資する総合対策の推進
交通事故情勢を踏まえ、効果的な交通事故防止対策及び適正かつ的確な交通警察業務を

推進するとともに、大規模災害や社会環境の変化に対応した交通対策を推進する。
○ テロの未然防止と緊急事態対策の推進

大規模警備等を見据えた警備諸対策の推進、大規模自然災害・事故等の緊急事態に迅速か
つ的確に対処するための取組を推進する。

○ 警察活動基盤の充実強化
人的基盤強化のための採用募集活動を推進するほか、事態対処能力の向上、県民の安全

に資する広報等の推進及び「鳥取県警察職員ワークライフバランス等推進計画」を踏まえ
た取組を推進する。

３ 県民への公表
鳥取県公安委員会の承認を受けた後、鳥取県警察のホームページに掲載（概要版のみ）する

ほか、各警察施設の窓口に備え付けて公表し、その内容に関する県民からの意見、要望等を受
け付けることとしている。
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令和４年春の全国交通安全運動の実施について

令 和 ４ 年 ３ 月 2 2 日
警 察 本 部
（交通部交通企画課）

１ 実施期間

４月６日(水)から４月15日(金)までの10日間

２ 運動重点

(1) 子どもを始めとする歩行者の安全確保

(2) 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上

(3) 自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

３ 交通安全日

４月10日(日) 交通事故死ゼロを目指す日

４月15日(金) 交通マナーアップ強化日

〈前年の推進式の状況〉４ 主な行事予定

(1) 出発式等

〇 交通安全運動開始式及びパレード

〇 交通安全運動推進式

（2) 運動重点に沿った取組

〇 子どもを始めとする歩行者の安全確保関係

・ 小学校入学式における新入学児童に対する交通

安全広報

・ 小学生を対象とした通学路上の横断歩道における歩行者の保護誘導活動

・ 高齢者宅訪問活動による安全な交通行動の実践指導

〇 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上関係

・ ドライバーに対する歩行者優先広報

・ 飲酒運転根絶広報

〇 自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保関係

・ 通勤・通学時間帯における自転車利用者に対する交通安全指導

〈前年の運動重点に沿った主な取組状況〉

【交通安全教室】 【飲酒運転根絶広報検問】 【自転車街頭指導】
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